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衆議院の「二つの顔」

立法機関（憲法第41条） → 民意反映

議院内閣制の議院（憲法第67条、第69条） → 政権選択

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この
指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところに
より、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決
をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしない
ときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決し
たときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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小選挙区制の論拠

伊吹文明・衆議院議員

次に、この471を小選挙区と比例区に分けた考え方でございますが、これは後ほどお
話を申し上げますけれども、私たちが衆議院の選挙、つまり総選挙をどのようなもの
と位置づけているかという哲学によると思います。すなわち、衆議院の選挙の一番
大きなポイントは、政権の選択、どのような政党、あるいは政党の組み合わせでも結
構でありますが、に政権をゆだねるかという国民の選択を問う選挙であろうと思って
います。であるとするならば、国民の選択が最も集約をした形で衆議院に反映される
小選挙区をやはり基本とするというのが私たちの基本的哲学であります。という観点
に 立 っ て 、 小 選 挙 区 を 300 、 比 例 区 を 171 と し た も の で あ り ま す 。
（「第128回国会衆議院会議録」第4号、1993年10月13日、16頁）

細川護熙・内閣総理大臣

このことによりましても、民意の集約と反映という両方のポイントというものはお互い
に相補う形で、そして自民党の方で主張しておられた、より強く政権の意思の選択が
できるという点については、私どもとしても可能な限りの譲歩をさせていただいた、こ
のようにお受けとめをいただければありがたいと思っております。（「第128回国会衆
議院政治改革に関する調査特別委員会議録」第18号、1993年11月16日、6頁）
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オーストラリアにおける上院・下院の役割分担
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上院 …… 単記移譲式比例代表制 → 民意反映機能

下院 …… 単記移譲式小選挙区制 → 政権選択機能

オーストラリアでは、日本とは違い、
下院において政権選択機能と民意反映機能を両立させようとするのではなく、
上院と下院において二つの機能を両立させようとしている。

なぜ参議院ではなく衆議院を比例代表制にするのか、

明確な回答を用意する必要があるだろう。
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私の提案
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参議院 …… 抽選制の市民院へ改組

衆議院 …… 多数派限定優遇の比例代表制

第一位の政党連合等に55％の議席を配分し、

それ以外には45％の議席を配分する。

この多数派限定優遇以外は、比例的に議席を配分する。

→ 与野党が拮抗し、政権選択が実質化する。

→ 落選議員が少なくなり、議員の質が向上する。
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